
 

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会 

 関係府省庁連絡会議の開催について 

 

平成25年10月11日 

内閣官房長官決裁 

平成26年１月31日 

一 部 改 正 

平成26年10月３日 

一 部 改 正 

 

１ 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の円滑な準備に資するよう、 
 関係府省庁の所管する事務を調整するため、2020年オリンピック・パラリンピ
ック東京大会関係府省庁連絡会議（以下「連絡会議」という。）を開催する。 

 

２ 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長が必要があると認める
ときは、その他の関係者の出席を求めることができる。 

 
議 長 内閣官房副長官（事務） 
議長代行 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室長 
副議長 内閣官房副長官補（内政担当）、内閣官房副長官補（外政担当）、 
    文部科学事務次官 
構成員 内閣官房副長官補（事態対処・危機管理） 
   内閣広報官 
  内閣情報官 
  内閣法制次長 

復興庁事務次官 

  内閣府事務次官 
 総務事務次官 
法務事務次官 
外務事務次官 
財務事務次官 
厚生労働事務次官 
農林水産事務次官 
経済産業事務次官 
国土交通事務次官 
環境事務次官 
防衛事務次官 
警察庁長官 

金融庁長官 
消費者庁長官 

 
３ 連絡会議は、必要に応じ、幹事会を開催することができる。幹事会の構成
員は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。 

 
４ 連絡会議の庶務は、文部科学省の協力を得て、内閣官房において処理する。 
 
５ 前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事
項は、議長が定める。 

参考資料１ 
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別表　「大会開催基本計画の策定等円滑な準備に向けて国の対応が期待される事項」の
        進捗状況に係る施策一覧
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事項

No.

【１．セキュリティ・安全安心】

①テロ対策

○検討体制の設置：内閣官房、警察庁等
◆閣僚会議においてセキュリティ対策の進捗管理を行うことをIOCに対して明確化するとともに、関係府省庁によるセキュリティ幹事
会及びテロ対策ＷＴを10月中に設置予定。あわせてシニア・セキュリティ・コマンダーとして警察庁次長を登録予定。また、東京都と
関係省庁による実務責任者協議を3月より実施。

（東京都や組織委員会等との連携：内閣官房、警察庁、消防庁、法務省、国土交通省、防衛省等）
➢東京都と関係省庁による実務責任者協議（「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会セキュリティ関係機関によるワーキ
ンググループ」（事務局：東京都、平成26年3月7日設置））において、大会に向けたテロ・セキュリティ対策について検討を実施。また
「大会開催基本計画」の策定等に向け、大会組織委員会等関係機関との連携を強化していく。

○未然防止のための水際対策及び情報収集・分析機能の強化：法務省等
◆入管法を改正し、外国人入国者に対する入国審査を一層効果的に行うため、航空会社に対し、乗客予約記録（ＰＮＲ）の報告を求
めることができる規定を新設（平成27年1月施行）。不審・危険動向等の未然防止に向け、情報収集・分析機能の強化と国内外の関
係機関との連携強化等を推進。
➢テロリスト等のハイリスク者の入国を防止するために必要な出入国管理に資する情報の収集・分析機能の強化について検討。
➢水際対策強化の一環としてテロリスト等の不法出入国を防止するための監視及び取締りの強化について検討。
➢公安調査庁における不審・危険動向等の未然防止に向けた情報収集・分析機能の強化等に向け、公安調査局・事務所における
情報収集機能の強化、国内外関係機関との連携強化、分析機能の強化、現場等における調査力の強化に必要な人的・物的基盤
の整備、大会組織委員会等との連携強化、民間への情報提供等を推進する。

○競技会場等におけるセキュリティの確保：警察庁等
◆競技施設等の設計段階からセキュリティの視点を盛り込むため、新国立競技場の設計に関する協議に参画するとともに、競技会
場等予定地の実査に着手。

（大会関係者、国内外要人、観衆等の安全確保）
➢警察庁に2020年オリンピック・パラリンピック東京大会準備室を設置（平成26年１月24日に第１回開催）
➢新たな装備資機材の導入や警護員の人材育成等について検討するなど、大規模イベント警備の高度化を推進。
➢新国立競技場の設計に関する協議に参画（平成26年1月～）。
➢競技会場予定地の実査を実施（平成25年12月～）。
➢ソチ大会の現地視察を実施（平成26年2月）、ロンドン大会における英国セキュリティ関係者との意見交換等を実施（平成26年6
月、7月）。

○警戒監視、被害拡大防止対策等：防衛省
◆競技会場周辺を含む我が国上空の警戒監視、災害・テロ等が発生した場合の被災者の救援や被害の拡大防止に係る施策につ
いて検討を開始。
➢セキュリティ確保に向けた各種の政府レベルの取り組みへの協力等について検討。

➢ロンドン大会における英国セキュリティ関係者との意見交換を実施（26年6月）。

○生物化学テロ対策：厚生労働省
◆厚生科学審議会健康危機管理部会において、7月に「化学テロリズム対策についての提言」をとりまとめ。この中で、オリンピック・
パラリンピック東京大会を筆頭に、今後大規模な国際イベントが国内で多数開催される中、解毒剤の備蓄など化学テロについての
対応強化の必要性が指摘された。天然痘テロに備えたワクチン備蓄を引き続き実施。

○大会に関連する情報収集、警戒警備、事態対処能力等の強化：警察庁
➢関係省庁との緊密な連携、諸外国治安情報機関との情報交換等による国際テロ等関連情報の収集・分析の強化を推進。
➢重要施設の警戒警備等の徹底や、実戦的訓練等の実施による事態対処能力の強化を推進。
➢「大会開催基本計画」等の策定や会場における自主警備強化等について、大会組織委員会、関係機関等と連携を強化。

○テロ災害への対応等を含む消防・救急体制の確保：消防庁
➢2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等消防庁準備本部の設置（平成26年4月25日に第１回開催、本部長：消防庁長官）
➢準備本部において、東京都、東京消防庁等の関係機関と連携を密にし、以下の事項等に取り組むこととしている。
　・消防特別警戒態勢の整備
　・観客等の熱中症等に対応するための救急体制の構築
　・開催地における防火安全対策
　・外国人来訪者への対策
　・首都直下地震やテロ等の事案発生時における対応方策
➢テロ災害への対応能力向上のため、国と地方公共団体との共同訓練を、平成26年度は全国13カ所、平成27年度は全国18カ所
で実施する。
➢テロ災害への対応に万全を期すため、大型除染システムやＮＢＣ災害対応の資機材等を搭載した特殊災害対応車両を平成27年
度に整備。

○競技会場周辺の海上警備等：海上保安庁
➢海上保安庁2020年オリンピック・パラリンピック東京大会準備本部（第１回）会合を開催（平成26年4月18日）
➢第三管区海上保安本部2020年オリンピック・パラリンピック東京大会準備本部（第１回）会議を開催（平成26年4月2１日）
➢海上警備に関し、装備・要員面を含めた的確な警備体制の構築を検討し、警備体制の構築及び資機材を含む見直しを状況に応
じ実施予定。

施策の取組状況

参考資料2(別表)

「大会開催基本計画の策定等円滑な準備に向けて国の対応が期待される事項」の進捗状況に係る施策一覧

※本資料は、資料１「「大会開催基本計画の策定等円滑な準備に向けて国の対応が期待される事項」の進捗状況について」で取りまとめた主な施策の進捗状況に
加え、資料１の施策に係る補足説明について併せて取りまとめたものである（本資料中、資料1に記載している内容は、「◆」を付して再掲。）。

国の対応が期待される事項

1.

セキュリティ・

安全安心

①テロ対策 １①



②サイバーセキュ

リティ対策
１②

②サイバーセキュリティ対策

○サイバーセキュリティ推進体制の強化：内閣官房等
◆情報セキュリティ政策会議において、2020年を見据えたサイバーセキュリティ推進体制の機能強化に関する取組方針を検討中。

○検討体制の設置：内閣官房、警察庁等
◆閣僚会議の下に、関係省庁によるセキュリティ幹事会及びサイバーセキュリティＷＴを10月中に設置予定。また、組織委員会と関
係省庁による実務責任者協議を7月より実施。
➢「東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催運営に係る実務責任者による協議」（事務局：組織委員会、平成26年7月設置）に
おいて、サイバーセキュリティ対策に係る関係機関、関係各府省庁等による取組について検討を開始。

○サイバー空間の脅威への対処能力の向上、サイバー空間の安全・安心の確保：警察庁等
➢大会組織委員会や大会運営関係者との連携強化、重要インフラ事業者等に対するサイバー攻撃への対処能力の向上、民間事
業者との協力関係の強化、海外関係機関との連携強化等を推進（警察庁）。
➢民間事業者等の知見を活用し、「日本版NCFTA」への参画に向けた取組を推進（警察庁）。
➢サイバーセキュリティ戦略に基づき、関係事業者における通信履歴等に関するログの保存のあり方について検討を行っていると
ころ（総務省、警察庁）。

○情報セキュリティ対策の推進：総務省
➢ICT成長戦略推進会議「オリンピック・パラリンピックおもてなしグループ」を開催（H26年4月～）。その検討結果（「ＩＣＴによる最高
のおもてなし」）を公表（H26年6月）。今後、サイバー攻撃への対応体制の強化や新たな分野の情報セキュリティ上の課題解決等を
推進。

1.

セキュリティ・

安全安心

③防災・ライフライン・安全安心

○首都直下地震対策の強化：内閣府等
◆大会の成功に向けて防災担当大臣と東京都知事の合意により、首都直下地震対策を推進するため、合同検討チームを設置し、
6月より検討を開始。
➢合同検討チーム（「首都直下地震対策に関する合同検討チーム」）において、今後の進め方について調整し、個別テーマに係る
課題について検討を行っているところ。

○避難誘導対策の強化：内閣府等
◆関係府省庁と東京都との 「避難場所等のピクトグラムに関する関係省庁連絡会議」を7月に設置し、ピクトグラムの整備について
方針をとりまとめ予定。

○国土強靱化の推進：内閣官房等
➢国土強靱化基本計画（平成26年6月3日閣議決定）、国土強靱化アクションプラン2014（平成26年6月3日国土強靱化推進本部決
定）を着実に推進。

○大会開催に向けた災害対策、対処能力強化、治安確保等の推進：警察庁
➢大会の前後を通じた期間における大規模災害等の発生に備えた諸対策を推進。
➢現場活動を支える警察通信の要となる機動警察通信隊の対処能力等強化を推進。
➢地域警察活動の充実強化や防犯ボランティア等による安心感の確保等、良好な治安の確保のための各種施策を推進。
➢大会関連事業からの暴力団排除、来日外国人犯罪対策等、大会開催に向けた組織犯罪対策を推進。

○外国人来訪者等への救急・防災対応：消防庁
➢「平成26年度救急業務のあり方に関する検討会」（7月に第1回を開催）において、増加が予想される外国人観光客に対する救急
業務の課題に関する検討に着手。
➢消防庁準備本部において、①スマホ等を利用した音声以外の１１９番緊急通報手段の導入・普及、②駅、空港等のターミナル施
設等における防火安全対策の推進、③外国人来訪者等とのコミュニケーションの円滑化等による迅速・的確な救急搬送体制の構
築及び熱中症対策の推進、④多言語対応の全国版防災アプリの整備等、外国人来訪者等への対応方策について検討を進める予
定。

○電力需給対策：経済産業省
➢電力需要が高まる夏季と冬季の電力需給見通しについて、総合資源エネルギー調査会電力需給検証小委員会において、第三
者の専門家による検証を行った上で提示し、　当該見通しを踏まえ、必要に応じて電力需給対策を実施している。

○大会に関連・便乗して事業者が引き起こす消費者トラブル等への対応、物価安定対策：消費者庁
➢大会関連の用地買収等を行っていると装い社債募集を行った事業者に関する注意喚起等を実施しており、引き続き、オリンピッ
ク関連の悪質事案があれば厳正に対処。
➢物価安定対策として、必要に応じ、物資の価格動向について各府省庁と情報共有を行う。

①東日本大震

災被災地との連

携

２①

【２．復興・地域活性化】

①東日本大震災被災地との連携

○検討体制の設置：内閣官房、復興庁等
◆組織委員会、被災３県等との「被災地復興支援連絡協議会」で大会が復興の後押しとなるよう被災３県と連携した取組について
検討を7月より開始。また、組織委会長が6月に被災３県を訪問し、県知事と直接意見交換。

○食品の風評被害の防止：消費者庁
➢福島県をはじめとした地方公共団体、関係省庁等と連携し、国内外の消費者に向け、食品中の放射性物質に関する正確な情報
を発信する。消費者が基本的な知識や流通している日本産食品の安全が確保されていること等について理解を深めることにより、
食品の風評被害の防止に努める。
➢消費者庁ウェブサイトにおける食品の検査結果等の発信、「食品と放射能Q&A」（第８版：日本語版及び英語版）の提供（約12万
部配布）、リスクコミュニケーションの推進（国内で意見交換会等を340回開催）（平成26年8月末日現在）。

②大会と連携し

た地域交流・地

域活性化

２②

②大会と連携した地域交流・地域活性化

○ホストシティ・タウン構想の推進：内閣官房、総務省、外務省、文部科学省等
◆「ホストシティ・タウン構想に関する関係府省庁連絡会議」で全国の自治体と大会参加国・地域の相互交流の推進について検討を
7月に開始。自治体向けアンケートを発出し、年内に調査結果をとりまとめ予定。

○事前キャンプ誘致：内閣官房、文部科学省等
◆事前キャンプ誘致の進め方については、募集要項の策定に向けて、国を含む関係者による調整を組織委が中心となって７月より
開始。

2.

復興・

地域活性化

③防災・ライフラ

イン・安全安心
１③



○地域交流・地域活性化の推進：総務省等
➢「地域の元気創造プラン」の推進により、大会開催による経済波及効果を全国津々浦々に波及：『「地域の元気創造プラン」による
地域からの成長戦略』を策定（平成26年5月）。
➢全国の自治体と参加国・地域との相互交流を図る「ホストシティ・タウン構想」の推進：「ホストシティ・タウン構想」に対する自治体
の意向等を把握するため、アンケート調査を準備中。
➢「地域おこし協力隊」等の人材を活用した大会開催支援、地域間交流の推進。

○魅力ある観光地域の形成：観光庁
➢平成26年4月に観光圏整備法に基づく認定をした観光圏に対し、支援を実施
➢ストーリー性やテーマ性に富んだ多様な広域ルートの開発・提供、海外への発信、世界に通用する地域資源の磨き上げの取り組
みの推進。

○隅田川等における外国人観光客等を魅了する風格を備えた水辺整備：国土交通省
➢「新たな水辺整備のあり方検討会」全４回を開催（平成25年7月～平成26年2月）
➢「水辺とまちのソーシャルデザイン懇談会」全４回を開催（平成25年12月～平成26年2月）
➢ミズベリング東京会議（平成26年3月22日）、ミズベリングニコタマ会議（平成26年5月22日）、ミズベリング万世橋会議（平成26年7
月7日）
➢隅田川や日本橋川等で賑わいのある水辺空間の創出を推進中。

①ＣＩＱ

（税関・入管・

検疫）

３①

【３．輸送】

①CIQ（税関・入管・検疫）

○出入国審査の円滑化：法務省等
◆6月に成立した改正入管法に基づく「信頼できる渡航者」に係る自動化ゲートの利用などの出入国審査の円滑化措置の推進。
➢過去に我が国で国際的な規模で行われた競技会における対応を確認（主要な空港に大会関係者のための専用レーンの設置、
応援職員の派遣等）。
➢2020年を見据えた出入国審査体制の計画的な物的・人的体制の整備について検討。
➢入管法の改正において、船舶観光上陸許可制度等を創設（平成27年1月施行）。
➢平成26年度において，自動化ゲートを更新・増配備。

○体制の強化等：法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省等
◆平成26年度に、入国審査官を126名増員、税関職員を137名増員、検疫所職員を20名増員、動植物検疫官を41名増員するなど、
出入国審査・税関・検疫に係る人的体制の充実・強化を実施。併せて、取締・検査機器の適正配備・有効活用等による物的体制の
充実・強化を実施。また、馬術競技出場馬に係る的確かつ円滑な輸出入検疫の実施のため、3月より東京都等の関係者との検討を
開始。

（税関における円滑な通関及びセキュリティ対策に向けた検討：財務省）
➢過去のオリンピック大会等開催時の我が国及び外国税関当局における対応の調査及び東京大会に向けた通関検査体制等の検
討（関税局内にプロジェクトチームを設置）。

（増加する訪日外国人旅行者等に対する適切かつ円滑な検疫対応：厚生労働省）
➢訪日外国人旅行者等の増加を踏まえ、適切かつ円滑な検疫の実施体制を構築する。

（円滑な動植物検疫に向けた対応：農林水産省）
➢本年4月以降、動植物検疫制度に関する国民向けの政府広報資料を政府広報インターネットテレビで公開。
➢急増する旅行者に対応し、海外から動植物の病害虫の侵入等を防ぎつつ円滑な検疫を行うための輸出入検疫体制の確保を検
討。
➢馬術競技出場馬等について検疫条件を満たす検疫施設等が設置されるよう、東京都準備局等との担当者による勉強会を３回開
催。
➢東京オリンピック・パラリンピック馬術競技出場馬等の的確な衛生管理に向けた具体的取組を検討中。

②観客・関係者

の円滑な輸送
３②

②観客・関係者の円滑な輸送

○首都圏空港の機能強化：国土交通省
◆交通政策審議会の下に学者・専門家で構成する首都圏空港機能強化技術検討小委員会において、羽田空港の滑走路運用・飛
行経路の見直しなど2020年までに実現しうる首都圏空港の機能強化に関する技術的な選択肢について7月に中間取りまとめ。これ
をもとに、機能強化の具体化について関係自治体や航空会社等の関係者と協議を行うため、8月に協議会を設置し、開催。
➢首都圏空港の年間合計発着枠75万回化に向けて、羽田空港においては、平成26年3月30日に国際線発着枠を3万回増枠し、年
間発着枠を44.7万回化。成田空港においては、平成26年度中に年間発着枠を30万回化。
➢首都圏空港の更なる機能強化に向けて、首都圏空港機能強化技術検討小委員会をこれまでに５回開催。本年7月8日に同委員
会において首都圏空港の機能強化方策に係る技術的な選択肢の中間取りまとめを公表。
<中間取りまとめの主な内容>
 ・2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに実現しうる方策
　 ①羽田空港
　 ・滑走路処理能力の再検証（年間＋約1.3万回）
　 ・滑走路運用・飛行経路の見直し（年間＋約2.3～2.6万回）
　 ②成田空港
　 ・管制機能の高度化（年間＋約２万回）
　 ・高速離脱誘導路の整備（年間＋約２万回）
 ・2020年東京オリンピック・パラリンピック以降の方策（羽田空港における滑走路増設、成田空港における既存滑走路の延長、
　滑走路増設）については、課題が多いことから引き続き検討を行っていくことが必要。
➢上記の技術的な選択肢をもとに、首都圏空港の機能強化の具体化について、関係自治体や航空会社等の関係者間で協議を行
うため、首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会（第１回）を本年8月26日に開催。

○空港アクセス等の改善：国土交通省

◆交通政策審議会鉄道部会に対して東京圏における今後の都市鉄道のあり方について4月に諮問。6月より空港アクセス等の改善
について検討中。

○道路輸送インフラの整備：国土交通省等
◆首都高速中央環状品川線・晴海線、国道357号（立体化等）・14号（拡幅）について整備を推進し、渋滞緩和等を図るとともに、選
手村のアクセス道路としても活用予定の環状2号線等について東京都による整備を支援。
➢東京都が事業主体となる路線について、環状2号線の新橋－虎ノ門区間については、平成26年3月29日に開通。残りの区間や路
線についても、社会資本整備総合交付金等を活用し、整備しているところ。
➢国土交通省が事業主体となる路線について、国道357号の立体については、平成26年3月18日に開通。国道357号の残る区間や
国道14号の拡幅についても、整備を推進しているところ。
➢首都高速道路会社が事業主体となる路線について、首都高速中央環状品川線については、平成26年度の開通を目標に整備を
推進しているところであり、首都高速晴海線についても整備を推進しているところ。

○大会開催時の輸送：警察庁、国土交通省
◆東京都等との「輸送調整会議」の下に設置された検討会において、オリンピック・レーンの具体化など、大会における大会関係者
や観客等の輸送についての検討を昨年12月より実施。
➢「2020年オリンピック・パラリンピック競技大会輸送調整会議」（事務局：東京都、平成25年12月16日設置）の下に設置された「大会
関係者」輸送検討会、「観客・会場スタッフ」輸送検討会において、オリンピック・レーンの具体化に向けた詳細検討等、大会関係者
等の円滑な輸送対策について議論。

○海上交通の推進：国土交通省
➢第1回水素燃料電池船に関する安全ガイドライン策定に向けた検討委員会を実施（平成26年8月）

3.

輸送



○円滑な物流の確保：国土交通省
➢一般社団法人日本物流団体連合会が、開催期間中及びその前後の期間の円滑な物流の確保等の諸課題を抽出、整理を行う。
その後、当該整理を踏まえ、国土交通省において具体的施策の検討を行う。

4.

外国人旅行者

の受入

①外国人旅行

者の受入
４①

【４．外国人旅行者の受入】

①外国人旅行者の受入

○「2020年オリンピック・パラリンピック」を見据えた観光振興：内閣官房、観光庁等
◆「観光立国推進閣僚会議」で「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014」を6月に決定。同プログラムにおいて、『「2020
年オリンピック・パラリンピック」を見据えた観光振興』を柱立てし、オリパラ開催国としての注目度を活かした訪日プロモーション、外
国人受入環境整備等を推進。

（外国人旅行者の受入環境の整備：観光庁）
➢ムスリム
・観光庁及び日本政府観光局（JNTO)が中心となって、海外のムスリム旅行者に対する情報発信と国内受入環境整備の２つの視点
で取組を実施。
➢外国人観光案内所
・平成26年12月に27件の新規認定・2件のカテゴリー変更を日本政府観光局（JNTO）が認定。
・平成26年8月7日に平成26年度申請募集を開始。
➢通訳ガイドの供給
・受験会場を大学にも拡大するとともに、これまで通訳案内士試験を実施したことのない新潟及び熊本の準会場を新設するなど、実
施校を倍増させ準会場制度を大幅に拡充。
・平成26年度の試験より、国家資格として初めてTOEIC®テストと連携し、TOEIC®テストのスコアを活用した英語筆記試験の免除を
実現。これにより、受験者数が約2000人増加。
・今後、試験合格者の増加を図り、供給不足を解消する。また、地域の個別のニーズに対応するため、構造改革特区制度を活用し
て「ご当地ガイド」を導入すべく、今秋の臨時国会に構造改革特区法の改正法案の提出を検討。

➢免税店の拡充
・全国の免税店数は、4,622店（平成25年4月時点）から5,777店（平成26年4月時点）に増加。
・第三者への免税手続きの委託を可能とし、一括カウンターを実現するため、平成27年度税制改正要望を提出。
➢決済環境の改善
・メガバンク３行（みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行）にて、海外発行クレジットカードに対応するＡＴＭの設置に取り組
むことが決定（平成25年12月）

（宿泊容量の確保および宿泊施設の情報提供：観光庁、厚生労働省等）
➢宿泊容量の確保
・ツアーオペレーター等へ、宿泊施設の不足状況等についてヒアリングを行った。
・１都３県の宿泊施設の新規開業予定について情報収集をしているところであり、今後も宿泊業界の動向を注視するほか、旅行業
界等からも随時聴取し、情報を更新する予定である（近畿圏の状況についても同様の情報収集を行う）。
➢宿泊施設の情報提供
・平成26年5月、「宿泊施設の情報提供の現状・課題と今後の方向性」について取りまとめた。
・多様な宿泊施設の情報発信を行う窓口サイトをJNTOに設置するための検討等を進める。
➢外国人旅客の滞在ニーズへの対応
・外国人旅客の滞在ニーズに応えるため、旅館業法の特例を含む国家戦略特別区域法を制定、平成26年4月に施行。同特例に係
る施行通知を平成26年5月に発出済み。

（大会を契機とした訪日プロモーションの実施：観光庁）
➢オリンピック・パラリンピック開催国という国際的注目度を活かして、ビジット・ジャパンとクールジャパンの連携等による効果的な
訪日プロモーションの実施や、スポーツイベントを含むMICEの誘致・開催を促進する。

（日本文化を観光の魅力として発信し、体験してもらうための取組を全国で実施：観光庁）
➢2016年リオデジャネイロ大会終了後から実施する文化プログラムや聖火リレーの機会を活用して、全国各地で有形・無形の文化
財やポップカルチャーを含む日本文化等を多彩な観光の魅力として発信する訪日プロモーションを実施する。

（魅力ある観光地域の形成：観光庁）（再掲）
➢平成26年4月に観光圏整備法に基づく認定をした観光圏に対し、支援を実施。
➢ストーリー性やテーマ性に富んだ多様な広域ルートの開発・提供、海外への発信、世界に通用する地域資源の磨き上げの取り組
みの推進。

（隅田川等における外国人観光客等を魅了する風格を備えた水辺整備：国土交通省）（再掲）
➢「新たな水辺整備のあり方検討会」全４回を開催（平成25年7月～平成26年2月）
➢「水辺とまちのソーシャルデザイン懇談会」全４回を開催（平成25年12月～平成26年2月）
➢ミズベリング東京会議（平成26年3月22日）、ミズベリングニコタマ会議（平成26年5月22日）、ミズベリング万世橋会議（平成26年7
月7日）
➢隅田川や日本橋川等で賑わいのある水辺空間の創出を推進中。

○多言語対応の強化：内閣官房、観光庁等
◆東京都、民間事業者等との「多言語対応協議会」で大会に向けた多言語対応の強化・推進について3月より検討を開始。年内を
目途に「多言語対応取組方針（仮称）」を策定し、行政・民間による取組を推進。

（多言語対応のためのガイドライン整備：観光庁）
➢「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」を策定・公表（平成26年３月）
➢平成26年3月の標識令の改正により、対訳表を位置づけるなど、案内標識を英語で表記することを明確化し、改善を推進。

○無料公衆無線LAN：総務省、観光庁等
◆訪日外国人が快適に利用できる無料公衆無線LAN環境整備を促進するため、総務省、観光庁、自治体、関係事業者等による協
議会を8月に設置。
➢今後、協議会で①外国人旅行者の訪問地を念頭においた無料公衆無線LAN整備の更なる促進、②エリアオーナーに対する無料
公衆無線LAN環境の整備に係る働きかけと先進事例の周知、③海外への周知・情報発信、④一度の登録で複数のシステムにサイ
ンインできるアプリの活用促進を含め、外国人旅行者により使いやすくするための認証手続の簡素化、⑤外国人旅行者に分かりや
すくするための共通シンボルマーク（『Japan. Free Wi-Fi』（仮）マーク）の導入による「見える化」の推進等の取組を推進。
➢ICT成長戦略推進会議「オリンピック・パラリンピックおもてなしグループ」を開催（H26年4月～）。その検討結果（「ＩＣＴによる最高
のおもてなし」）を公表（H26年6月）



○医療機関における外国人患者受入環境整備：厚生労働省
◆外国人患者が安全・安心に日本の医療サービスを受けられるよう、平成26年度予算により、医療通訳等が配置された拠点病院
の整備を開始。外国人患者受入れ医療機関の認証制度の活用と併せ、外国人患者受入体制を充実。
➢平成25年度補正予算により医療通訳育成のためのカリキュラムを作成し、公表済。当該事業については、平成26年度から事業
開始。公募手続により実施団体を選定中。今後、実施団体が、地域における外国人患者受入の拠点となる医療機関（拠点医療機
関）を全国で10箇所程度選定し、医療コーディネーターや医療通訳の育成・配置支援を行う。
➢外国人患者の受入体制が整っている医療機関を日本医療教育財団が認証する制度（外国人患者受入れ医療機関認証制度
（JMIP））を、平成24年度から実施。平成26年9月時点で4拠点が認証を取得。今後も、同制度の推進を行う。

○国際都市にふさわしい景観創出等のための無電柱化の推進：国土交通省
◆世界に冠たる国際都市である東京２３区の無電柱化が7％に過ぎないという現状を踏まえ、2020年オリンピック・パラリンピック東
京大会を控え、美しい都市景観の創出や道路の防災性向上等の観点から本格的に無電柱化を推進する。

○外国人来訪者等への救急・防災対応：消防庁
➢「平成26年度救急業務のあり方に関する検討会」（7月に第１回を開催）において、増加が予想される外国人観光客に対する救急
業務の課題に関する検討に着手。
➢消防庁準備本部において、①スマホ等を利用した音声以外の119番緊急通報手段の導入・普及、②駅、空港等のターミナル施設
等における防火安全対策の推進、③外国人来訪者等とのコミュニケーションの円滑化等による迅速・的確な救急搬送体制の構築
及び熱中症対策の推進、④多言語対応の全国版防災アプリの整備等、外国人来訪者等への対応方策について検討を進める予
定。

○外国人旅行者に対しての消費者行政に関する効果的な情報発信等：消費者庁
➢都道府県や市町村の消費生活センター等において、外国人旅行者に対する消費者行政に対する情報発進や相談体制を強化。
➢27年度からの実施に向けて、地方消費者行政活性化交付金を活用した取組みを検討中。

①競技施設・公

共施設等のバリ

アフリー
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①競技施設・公共施設等のバリアフリー

○バリアフリー対策の強化：国土交通省等
◆１日の乗降客数が3,000人以上の旅客施設、特定道路について、2020年度までに原則100％のバリアフリー化など、バリアフリー
法の基本方針に定める整備目標の着実な達成に向けて取組を推進中。特に、空港アクセスバスのバリアフリー化に向けては、関
係者が連携した取組を推進中。さらに、8月の交通政策基本計画中間とりまとめにおいて、大会を契機に、鉄道駅・空港における複
数ルートのバリアフリー化など、さらなるバリアフリー化の推進の検討について盛り込んだ。
➢「日本再興戦略改定2014」及び「交通政策基本計画中間取りまとめ」等で示された基本的考え方を踏まえ、今後、施策内容を具
体化し、オリパラ大会を見据えて、さらにその後の我が国の超高齢社会への対応のため、旅客施設や車両等のバリアフリー化を加
速、充実させる。

○新国立競技場：文部科学省等
◆新国立競技場について、バリアフリーの観点を盛り込んだ基本設計を5月に実施済み。8月に実施設計に着手。

○国内外調査：内閣官房、国土交通省等
◆ロンドン大会におけるバリアフリー対応状況について6月に海外調査を実施。また、成田・羽田空港からのバリアフリーの現状に
ついて、オリパラ担当副大臣・政務官が8月に現場調査を実施。

○ＩＣＴ化を活用した行動支援の普及・活用：国土交通省、総務省
◆有識者委員会を6月に設立し、歩行者移動支援の普及促進に向けて検討すべき論点（案）及びロードマップ（案）を提示。また、関
連するプロジェクトについても検討を開始。さらに、本年中に社会全体のICT化の推進のあり方について検討する産学官共同の場を
立上げ予定。
➢有識者委員会（「ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員会」（第１回委員会：平成26年6月25日））において、オープ
ンデータ環境下における歩行者移動支援の普及促進に向けて検討（国土交通省）。
➢ネットワークロボットを活用した生活行動支援の実現に向けた高度化実証等を実施(総務省)。

○安全かつ円滑な交通環境の確立：警察庁
➢障害者等の道路横断時の安全を確保する機能を付加したバリアフリー対応型信号機等の整備を推進。
➢競技会場周辺やアクセス道路等における交通の安全と円滑を図るための交通安全施設等の整備を推進。

②障害者への

理解
５②

②障害者への理解

○障害者への理解：文部科学省
➢障害者への理解について記述されている現行の学習指導要領を円滑かつ確実に実施中。

○地域住民に対する、障害者等の理解を深めるための研修・啓発：厚生労働省
➢地域の特性に応じ、地方自治体が障害者等の理解を深めるための教室開催等、研修・啓発事業を柔軟に実施。

○心のバリアフリーの推進：国土交通省
➢高齢者・障害者等の疑似体験を行う「バリアフリー教室」を実施（年間約200回）。
➢公共交通機関等におけるベビーカーを利用しやすい環境づくりのため、ベビーカー使用者及び他の乗客等に対する「ベビーカー
利用に当たってのお願い」（チラシ・ポスター）や「ベビーカーマーク」を作成し（平成26年3月26日）、普及・啓発のためのキャンペーン
を実施（平成26年5月1日～31日）。

①競技力の向

上・国立競技場

の整備等
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【６．スポーツ】

①競技力の向上・国立競技場の整備等

○強化・研究拠点のあり方：文部科学省等
◆オリンピック競技とパラリンピック競技のナショナルトレーニングセンター及び国立スポーツ科学センターの共同利用化等を内容と
する有識者会議の中間報告を8月にとりまとめ（12月中を目途に最終報告予定）。

○競技力の向上：文部科学省
◆トップレベル競技者の育成・支援に向けて、競技団体向けの選手強化費を一元化するなど、2020年東京大会に向けた選手強化
を充実するべく検討。

○自衛官アスリートの育成及び競技力向上：防衛省
◆有望選手の獲得施策の検討を開始したほか、本年度から女子ラグビーやカヌー要員の集合訓練を開始。また、昨年度以降、育
成の基盤となる体育学校においてトレーニング器材の取得や各種施設の整備を推進。

（自衛官アスリートの獲得及び育成・強化、体育学校の基盤整備）
➢有望選手の獲得のためのスカウト態勢・環境の強化と充実、体育特殊技能者のスカウト、世界トップクラスの競技力を有する高校
生の獲得施策等について検討を進める。
➢自衛官アスリートの育成強化として、体育学校で女子ラグビー基幹要員の集合訓練を年4回実施（26年4月、7月実施済み）。ま
た、カヌー基幹要員の集合訓練を年２回実施（26年6月、平成27年1月）。
➢体育学校の基盤整備として、トレーニング器材等の整備、庁隊舎空調設備等の整備、近代5種用訓練施設等の整備、ラグビー場
の整備、アーチェリー訓練環境の整備、カヌー艇庫の整備、照明の整備、総合体育館の空調設備の整備、研修棟の整備、50ｍ射
場の建替等を推進。

5.

バリアフリー

6.

スポーツ



○射撃競技における競技技術の向上：警察庁等
◆競技技術の向上に資するため、年少射撃資格者の下限年齢を引き下げるなどの銃刀法の改正について検討。

（競技力向上に係る支援）

➢選手の競技力の向上に係る支援等を推進。

○新国立競技場の整備等：文部科学省等
（新国立競技場の改築：文部科学省）
◆新国立競技場の実施設計に本年8月に着手したところであり、来年10月から建設に着工するべく検討。

（新国立競技場の整備への働き掛け：警察庁）
➢（再掲）新国立競技場の設計に関する協議に参画（平成26年１月～）

（海の森公園の整備：国土交通省）
➢東京港（中央防波堤内側地区）海の森公園（緑地）は、東京都が事業主体となって、社会資本整備総合交付金等を活用し、整備
しているところ。

6.

スポーツ

○Sport　for Tomorrowプログラムの実施：文部科学省、外務省
◆Sport for Tomorrowコンソーシアムを8月に設立。関係機関・団体との連携体制を構築し、順次国際貢献事業を実施。

（国内外のオリンピック・パラリンピック・ムーブメント推進等：文部科学省）
➢外務省と連携し、2020年までに100カ国以上の国において、1,000万人以上を対象に国際貢献プログラム実施（Sport　for
Tomorrow）。

（Sport　for Tomorrowプログラムの取組：外務省）
2014年4月以降，以下を実施。
➢民間も含めたオール・ジャパンで実施する体制を整えるため、8月に「スポーツ・フォー・トゥモロー・コンソーシアム」を設立。
➢【JICAボランティア】体育，野球，柔道等9つのスポーツ系職種で24か国に44名を派遣。日本体育大学や近畿大学（産業理工学
部）と体育，野球等の分野でJICAボランティア派遣に関する覚書を締結し，大学と連携したグループ型でのスポーツ指導者派遣を
推進している。
➢【在外公館文化事業】第19回ミュンヘン日本祭りにおける武道実演など，計28件実施。
➢【国際交流基金事業】フィンランド国立博物館で「武道の精神」展を開催し，同展に合わせて弓馬術に関する講演会・デモンスト
レーションを実施するなど，計２件実施。
➢【民間との協力事業】ブラジルにおいて安倍総理の訪問時に，日本の競技団体から提供を受けた柔道着，野球・ソフトボール用
具，卓球用具を手交するなど，計6件実施。
➢【KAKEHASHIプロジェクト】中・高校生からなる野球チームを米国に短期派遣して現地の青少年と交流する事業を実施。
➢【JENESYS2.0】インドなどアジア５か国との間で青少年バトミントン交流を行うなど，計４件を実施。
➢【戦略的実務者招へい】アフガニスタン・サッカー連盟会長の訪日招へいを実施。
➢【草の根・人間の安全保障無償資金協力】教育施設整備案件を約10件実施。

②障害者スポー

ツ等の推進
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②障害者スポーツ等の推進

○障害者スポーツの普及促進：文部科学省
◆障害者のスポーツ実施率（成人週1回以上:18.2%）等、障害者スポーツ環境の実態を把握するとともに、地域における障害者のス
ポーツの普及を円滑に行うため、スポーツ関係組織と障害福祉関係組織の連携・協働体制の構築を促すなど、そのノウハウについ
て実践研究を実施。
➢11月、長崎県で全国障害者スポーツ大会を開催。

○地域スポーツの推進：文部科学省
◆ライフステージに応じてスポーツ活動への参画を促進し、スポーツ実施率（成人週１回以上：47.5%）を向上させるとともに、地域に

おける多様なスポーツ資源を活用してスポーツを通じた健康増進や地域活性化を推進。

○地域において障害者がスポーツに親しむことができる環境の整備等：厚生労働省
➢地域の特性に応じ、地方自治体が各種スポーツ・レクリエーション教室を開催するなど、障害者スポーツに触れる機会を提供する
事業を柔軟に実施。
➢障害者の生活習慣病の予防や障害特性に応じた運動（スポーツ）への取り組みを促進するため、健康づくりに関するガイドライン
の作成や研修会の開催等の取り組みを実施。

①文化プログラ

ムの推進・支援

等
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【７．文化・環境等】

①文化プログラムの推進・支援等

○文化プログラムの推進：内閣官房、文部科学省、外務省等
◆政府における文化プログラムの推進について検討を開始。文化審議会でも、文化プログラムのあり方等を議論中。企業メセナ協
議会へ文化プログラム支援への協力を要請し「2021芸術・文化による社会創造ファンド」が造成。あわせて、本年より取組みを開始
しているアジア向け「文化のＷＡプロジェクト」他、国際交流基金による各種文化交流事業を推進。

（文化プログラムの推進・支援等：文部科学省、観光庁等）
➢組織委員会、東京都、政府の3者による「文化・教育プログラムに係る関係者連絡会（第1回）」が開催（8月28日）。
➢文化審議会において、次期基本方針策定に向けた、審議経過報告（中間とりまとめ）（7月24日）。
➢公益社団法人・企業メセナ協議会へ文化プログラム支援への協力を要請し、「2021社会創造ファンド」が造成。
➢2016年リオデジャネイロ大会終了後から実施する文化プログラムや聖火リレーの機会を活用して、全国各地で有形・無形の文化
財やポップカルチャーを含む日本文化等を多彩な観光の魅力として発信する訪日プロモーションを実施する（再掲）。

（文化のWAプロジェクト：外務省）
➢2013年12月の日・ＡＳＥＡＮ特別首脳会議において，安倍総理より表明。3000名の“日本語パートナーズ”派遣等の「日本語学習
支援事業」及び「双方向の芸術文化交流事業」を，ASEAN諸国を主とするアジアを対象に，2020年東京オリンピック・パラリンピック
までの期間に集中的に実施する。
➢本年４月，国際交流基金内にアジアセンターが発足。
➢“日本語パートナーズ”については，本年９月より第一弾を派遣。本年度は，インドネシア，タイ，フィリピン，マレーシア，ベトナム
に計101名を派遣予定。
➢双方向の芸術文化交流事業については，一般公募事業等も含め、幅広い分野において様々な事業の実施を開始。本年５月，シ
ンガポールで現代工芸交流事業を実施し，オープニング式典には安倍総理も出席。秋には東京国際映画祭をプラットフォームとし
た映画交流事業や，Jリーグ，及び日本サッカー協会と連携したサッカー交流・人材育成事業等を，それぞれASEAN諸国と実施予
定。

②大会と連携し

た和食・木材・

花・畳等日本の

魅力の発信等
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②大会と連携した和食・木材・花・畳等日本の魅力の発信等

○和食・和の文化の発信強化：農林水産省等
◆大会に関連した日本食・食文化の発信を進めるため、選手村等での料理提供等について、有識者を交えた検討を年内に開始。
また、施設等への木材利用の促進を図るため、東京都、組織委員会、国（農林水産省等）で構成する連絡調整会議を6月に実施。さ
らに、国産花きの安定供給体制の整備に向け、花き関係者による検討会の設置等を予定。
➢水産物の調達基準や選手村等での料理に係る料理人や食材の確保（多言語対応含む）等に係る検討体制について、大会組織
委員会等と調整。
➢オリンピック・パラリンピック東京大会関連施設における木材利用の推進に向け、森林認証材の普及を図ることとし、認証取得に
向けた関係者による合意形成への支援や、近年のオリンピック・パラリンピックにおける他国の取組状況等の調査による必要な情
報収集及び提供等の実施について検討。
➢夏場の花きの安定供給のための検討会を開催し、①安定的に生産・供給できる体制整備や、②ビクトリーブーケの輸送、保管技
術等の実証、夏場の空港や駅等における国産花きの展示の実証について検討。

（和食を通じた日本ブランドの発信：観光庁）
ビジット・ジャパン事業を通じて、和食のプロモーションを推進する。

7.
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○「民族共生の象徴となる空間」の一般公開・活用等：内閣官房
➢2020年オリンピック・パラリンピック東京大会までにアイヌ文化の復興等を促進するための「民族共生の象徴となる空間」の整備を
進めるとともに、アイヌ文化等や象徴空間を始めとする我が国のアイヌ政策について、海外に対する情報発信を強化し、国際的な
理解の促進、国際親善等に寄与する。
➢「象徴空間の整備・管理運営に関する基本方針」を閣議決定（平成26年6月13日）。今後、博物館基本計画、公園基本構想、体験
交流等活動基本計画を作成・策定。

③クールジャパン

の大会と連携し

た推進
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③クールジャパンの大会と連携した推進

○効果的なPRの実施：経済産業省等
◆クールジャパンの効果的なPRとして、日本の魅力を海外に向け、英語をはじめとする外国語で情報発信している政府関係機関や

民間事業者同士の連携強化のためのネットワーク構築等に着手。

（各種イベントとの連携、訪日プロモーション等：経済産業省、観光庁等）
➢相乗効果拡大の観点から、例年１０月に集中させる形で開催している各種イベントを、大会開催期間前後に集中開催し情報発信
するなど、効果的なPRについて関係者と調整を進めていく。
➢「ファッションウィーク東京」、「東京デザイナーズウィーク」、「東京国際映画祭」などコ・フェスタ関連イベントをはじめとする各種ク
リエイティブ関連イベントの主催団体・業界団体との間で定期的に意見交換を実施。
➢クールジャパン・ライフスタイルのショーケースの実施、クールジャパンの発信に向けたオリンピック関連施設の有効活用につい
て、今後議論を本格化していく。
➢オリンピック・パラリンピック開催国という国際的注目度を活かして、ビジット・ジャパンとクールジャパンの連携等による効果的な
訪日プロモーションの実施や、スポーツイベントを含むMICEの誘致・開催を促進する（再掲）。

（放送コンテンツの海外展開：総務省）
➢ICT成長戦略推進会議「オリンピック・パラリンピックおもてなしグループ」を開催（H26年4月～）。その検討結果（「ＩＣＴによる最高
のおもてなし」）を公表（H26年6月）。
➢訪日外国人観光客の増加等を促進するため、放送コンテンツ海外展開の戦略的支援を実施（海外展開強化促進モデル事業、放
送コンテンツのローカライズ支援など）。
➢ＮＨＫに対し、国際放送の実施を要請。

（日本の魅力の海外発信：内閣官房、総務省、外務省、国税庁、文化庁、農林水産省、観光庁、環境省）
　東京オリンピック・パラリンピック開催までの間を情報発信の好機と位置付け、国際的に注目の集まる機会を利用して官民連携で
日本の魅力を世界にアピールする「ジャパンプレゼンテーション事業」を実施。本事業の一環として、本年６月、ブラジルでのサッ
カーワールドカップにあわせて「ジャパンおもてなしパビリオン」を開催。

④大会と連携し

た環境対策等

への支援

７④

④大会と連携した環境対策等への支援

○環境配慮の推進：環境省等
◆「環境にやさしい大会」及び「環境都市東京」の実現、我が国の環境技術の展開・情報発信に向け、大会を契機とした環境配慮の

推進に向けた課題と当面の取組について8月にとりまとめ。

➢平成26年8月5日に、「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした環境配慮の推進について」をまとめ、環境大臣が
発表。
➢東京都や組織委員会等と連携を強化するため、課室長クラスで緊密に意見交換するための新たな場を設置。
➢取りまとめの中で提示した様々な課題について、環境面からの評価・検討を行いつつ、上記の東京都等との意見交換の場も活用
しながら、更なる対応策を検討する。

○路面温度上昇抑制機能を有する舗装等の整備：国土交通省
◆観客や競技者の暑熱対策として、路面温度上昇抑制機能を有する舗装等について、マラソンコース等での整備に向け、東京都
等と連携しつつ検討中。

○大会と連携した水素・燃料電池の活用：経済産業省等
◆水素・燃料電池戦略協議会において、燃料電池自動車や定置用燃料電池の活用拡大、水素供給システムの確立など水素社会
実現に向けた関係者の取組を示したロードマップを6月にとりまとめ。
➢大会運用の輸送手段の一つとして燃料電池自動車を活用することを検討。

○スマートコミュニティの展開：経済産業省
◆次世代エネルギー・社会システム協議会を４月及び５月に開催し、大会を契機としたスマートコミュニティの展開も念頭に置きつ
つ、これまでのスマートコミュニティ実証事業の成果と今後の課題を整理。
➢次世代エネルギー・社会システム協議会の実施状況（平成21年11月～、直近：第16回　平成26年4月、第17回　平成26年5月）。

⑤大会と連携し

たICT環境の整

備

７⑤

⑤大会と連携したICT環境の整備

○社会全体のＩＣＴ化の推進：総務省等
◆「無料公衆無線LAN環境の整備促進」、「ICTを活用した多言語対応」、「放送コンテンツの海外展開」、「４Ｋ・８Ｋやデジタルサイ
ネージの推進」、「国内発行SIMの差替えによるスマートフォンの利用の円滑化」や「国際ローミング料金低廉化に向けた取組」など、
新たなイノベーションを世界に発信するため、大会以降の我が国の成長も見据えた社会全体のICT化の推進のあり方について、本
年中に産学官で具体化に向けた検討、推進体制を整備する予定。

（世界最高水準のＩＣＴ基盤の整備）
➢競争政策の見直し等を含む、世界最高レベルのICT基盤を更に普及・発展するための制度見直し等の方向性について、H26年中
に結論を得る（2020-ICT基盤政策特別部会において、H26年８月に中間整理を実施）。
➢訪日外国人が我が国の世界最高水準のＩＣＴを円滑に利用できるよう、選べて、使いやすく、高品質なＩＣＴ利用環境を実現するこ
とを目指し、国内発行SIMの差替えによるスマートフォン等の利用円滑化、国際ローミング料金の低廉化の実現に向けた取組を開
始。

（最適なネットワーク環境の整備）
➢競技場等における携帯電話・スマートフォン、無線ＬＡＮ等の利用環境整備に向けて、関係者間の円滑な調整を実施。
➢4G技術を導入するための制度整備や新たな周波数割当ての実施、電波政策ビジョン懇談会で提言された５G推進のためのロー
ドマップに従い、５Ｇに向けた推進体制の立ち上げ（H26年9月）。
➢400Gbps級／テラビット級光通信技術の研究開発を推進。
➢本省・関東総合通信局による監視関係連絡会を設置（第１回：H26年6月）し、大会開催１年前までに特別監視体制に必要な要員・
施設等を確保。
➢大会運営用無線周波数の調整・確保（ロンドンでは6年前から調整開始)、海外からの持ち込み無線局への対応等電波監理に係
る取組について検討開始。

（超高精細映像の視聴環境の整備）
➢ＣＳによる４Ｋ試験放送「「Channel4K」が開始。（H26年6月）
➢超高精細映像（４Ｋ・８Ｋ）の視聴環境の整備推進に向け　「４Ｋ・８Ｋロードマップに関するフォローアップ会合」中間報告取りまとめ
（H26年8月））。
➢2015年にＣＳによる４Ｋの実用放送、2016年にＢＳによる４Ｋ・８Ｋの試験放送開始、2015年にケーブルテレビ及びＩＰＴＶによる４Ｋ
実用放送開始。あわせて、国内外でパブリックビューイング等を実施。

7.

文化・環境等



（多言語音声翻訳システムにより、「言葉の壁」をなくす『グローバルコミュニケーション計画』の推進）
➢2020年に向けて多言語音声翻訳システムの翻訳精度を高める研究開発及び社会実装を推進する「グローバルコミュニケーション
計画」を発表（H26年4月）。
➢産学官連携による推進体制を立ち上げ予定（H26年度中）。
➢ICT成長戦略推進会議「オリンピック・パラリンピックおもてなしグループ」を開催（H26年4月～）。その検討結果（「ＩＣＴによる最高
のおもてなし」）を公表（H26年6月）。

（スマートテレビを活用した多言語字幕サービスの実現）
➢ICT成長戦略推進会議「オリンピック・パラリンピックおもてなしグループ」を開催（H26年4月～）。その検討結果（「ＩＣＴによる最高
のおもてなし」）を公表（H26年6月）。今後、推進体制を立ち上げ、多言語字幕サービスの実現に向けた実証実験（H27年度～）を実
施。

（Ｇ空間情報（位置情報）を活用した最適な誘導・情報配信の実現：総務省）
➢ICT成長戦略推進会議「オリンピック・パラリンピックおもてなしグループ」を開催（H26年4月～）。その検討結果（「ＩＣＴによる最高
のおもてなし」）を公表（H26年6月）。今後、G空間情報を円滑に組み合わせて利活用できるプラットフォームの構築に向けた開発・実
証（H26～27年度）や、世界最先端のＧ空間防災モデル等の確立に向けた「G空間シティ構築事業」（H26年度～）を推進。

（「オープンデータ」オリンピック・パラリンピックの実現：総務省）
➢ICT成長戦略推進会議「オリンピック・パラリンピックおもてなしグループ」を開催（H26年4月～）。その検討結果（「ＩＣＴによる最高
のおもてなし」）を公表（H26年6月）。今後、実現に向けた将来像の検討、課題整理のための調査（平成26年度）の実施等を通じ、
オープンデータ化に向けた基盤の構築を検討。

⑥大会開催へ

の最新の科学

技術の活用

７⑥

⑥大会開催への最新の科学技術の活用

○検討体制の設置：内閣府等
◆大会への最新技術の適用等に関して、内閣府特命担当大臣（科学技術政策担当）の下に有識者による「2020年オリンピック・パ
ラリンピック東京大会に向けた科学技術イノベーションの取組に関するタスクフォース」を8月に開催し、今年度を目途にとりまとめ予
定。
➢科学技術イノベーション総合戦略2014（平成26年6月24日閣議決定）及び経済財政運営と改革の基本方針2014（骨太方針）（平
成26年6月24日閣議決定）に基づき、平成26年8月5日に「2020年オリンピック東京大会に向けた科学技術イノベーションの取組に関
するタスクフォース」を開催。
➢実行組織として各府省局長クラス及び東京都、大会組織委員会で構成する「2020年オリンピック東京大会に向けた科学技術イノ
ベーションの取組に関するタスクフォース　推進会議」を設置。
➢以下のプロジェクトについて、各機関の協力のもと、具体的な取組内容等を検討するためのワーキンググループを設置。
①海外からの来訪者等に多様なサービスを提供するための意思・情報伝達サポートの実現
②世界各国から多くの人が流入することで懸念される感染症流行を迅速に探知するための感染症サーベイランスの強化
③メダル獲得が期待される競技を対象とした競技用具等の研究開発の技術成果を含む諸施策の活用により、高齢者・障がい者に
対応したコミュニケーションや機能支援機器等の確立、生体情報の活用などによる最先端ヘルスケアシステムの実用化
④東京の成長と高齢化社会を見据えた公共道路交通システム、交通弱者の歩行・移動支援システムの実用化
⑤発電や自動車に水素またはエネルギーキャリアを用いた水素社会実現への貢献
⑥ゲリラ豪雨・竜巻等の突発的自然災害の予測技術向上と確実な情報伝達による安全・安心の確保
⑦犯罪・テロ対策等に資するための多地点に設置されたカメラ・センサデータ等の取得・分析技術の確立による安全な大会開催の
実現
⑧超臨場感技術の研究開発による新たな映像体験の実現
⑨夏場における花きの安定生産供給技術及び日持ち性延長技術の開発・普及

①記念貨幣の

発行
８①

【８．その他】

①記念貨幣の発行

○調査検討：財務省
◆（独）造幣局と連携し、オリンピック・パラリンピック記念貨幣の発行等に向けて事例調査や検討を実施中。
➢過去のオリンピック大会に際して発行された記念貨幣に関する調査及び東京大会に向けた検討。
➢記念貨幣と同様、（独）造幣局と連携し、過去のオリンピック大会における入賞メダル等に関する調査及び東京大会に向けた検討
等。

②大会協賛宝く

じ・記念切手の

発行等

８②

②大会協賛宝くじ・記念切手の発行等

○発行検討等：総務省、文部科学省
◆全ての都道府県及び指定都市において、協賛宝くじを発行する予定。また、記念切手の発行について、日本郵便（株）及び組織
委員会と調整中。寄附金付切手の発行については、同切手の発行を可能とするための東京大会に係る特別措置法案について検
討中。
➢大会協賛宝くじの具体的な発行時期、方法等については、発売団体間において、今後検討。

③記念自動車

ナンバープレート

の発行

８③

③記念自動車ナンバープレートの発行

○発行検討：国土交通省
◆「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会特別仕様ナンバープレート実施本部」を2月に設置し、現在、実施に向けた具体的進
め方の検討をするとともに、関係者との調整を実施中。
➢同実施本部において、特別仕様ナンバープレートの基本スキーム、交付方法、デザイン決定方法等について検討しているとこ
ろ。

④知的財産の

保護
８④

④知的財産の保護

○保護のあり方検討：経済産業省等
◆知的財産保護に係る国と組織委員会との打ち合わせを9月に開催し、大会に関連する知的財産保護のあり方について意見交換
を実施。
➢不正競争防止法及び商標法の保護要件に合致するオリンピック関連標章等の適切な保護に関する取組を実施。

⑤受動喫煙防

止
８⑤

⑤受動喫煙の防止

○海外調査：厚生労働省
◆過去の大会開催国等における受動喫煙の防止対策について海外事例調査を9月にとりまとめ。
➢受動喫煙の健康影響評価を実施。
➢これらを踏まえた受動喫煙防止対策の検討。

⑥式典等大会

運営への協力
８⑥

⑥式典等大会運営への協力

○協力の検討：防衛省
◆国旗掲揚、飛行展示（ブルーインパルス）や国歌演奏（音楽隊）など式典等大会運営への協力について検討を開始。
➢式典等大会運営への協力内容について、大会組織委員会、関係機関等と連携を強化。

⑦東京大会に

係る特別措置

法の制定

８⑦
⑦東京大会に係る特別措置法の制定

○東京大会に係る特別措置法の制定：文部科学省等
◆長野大会等過去の事例も踏まえ、東京大会の開催に必要な法律上の特別措置について特別措置法を検討している。

⑧建設分野に

おける外国人材

の活用に係る緊

急措置

８⑧

⑦建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置

○建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置：国土交通省等
◆2020年オリンピック･パラリンピック東京大会の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するため、国内での人材
確保に最大限努めることを基本としつつ、緊急かつ時限的措置（2020年度で終了）として、即戦力となり得る外国人材の活用促進を
図ることを決定。
➢今後、所要の準備を進め、2015年度初頭からの本制度を活用した外国人材の受入れの開始を目指す。

8.

その他




